
船舶インシデント調査報告書 

令和６年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（電源供給不能） 

発生日時 令和５年１０月１７日 １２時５０分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市津
つ

島東方沖 

 吉
よし

海
うみ

港津倉
つ く ら

防波堤灯台から真方位２５６°１.２海里付近 

 （概位 北緯３４°０９.１′ 東経１３３°００.６′） 

インシデントの概要  プレジャーボートAURORA
オ ー ロ ラ

Ⅱは、錨泊中、船外機が始動できなくな

り、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和５年１２月１９日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート AURORAⅡ、５トン未満（長さ６.５８ｍ） 

２８１－２７４２２愛媛、個人所有 

 ガソリン機関、船外機、４サイクル、出力１１０.３０kＷ、回転数

毎分５,５００、４気筒、ボア９４mm、使用燃料ガソリン、平成 

１７年１１月機関製造、平成２年９月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣りを行う目的で、今治市大浜漁

港を出航し、複数の場所でしばらく釣りを行っていたが、潮止まりと

なったので、潮待ちも兼ねて休憩することとし、津島東岸付近で船外

機を停止して錨泊を開始した。 

 船長は、再び潮が動き始めたので、釣り場に向けて移動しようと思

い、船外機の始動を試みたが、始動できず、運航不能と判断し、１１８

番通報を行った後、マリーナに救助を要請した。 

 本船は、来援したマリーナの船にえい
．．

航されて、大浜漁港へ戻っ

た。 

 船長は、本インシデント後、船外機上部の本体カバーを外して確認

したところ、バッテリの接続端子に腐食と緩みを認め、同端子に接触

不良を生じ、船外機への電力供給が途絶えて始動できなくなったと

思った。（図１参照） 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

図１ 腐食が生じた部分（両端子・整備後） 

 

 船長は、本船を中古で購入後、平成１７年に製造された船外機を換

装していた。 

 船長は、船外機及びバッテリの点検を自ら行っていたが、バッテリ

の接続端子の状況を確認したことはなく、整備業者に定期的な点検及

び整備を依頼したこともなかった。 

分析  本船は、船外機のバッテリの接続端子の腐食と緩みが進んでいたと

ころ、船外機を停止した錨泊中に同端子が接触不良となったことか

ら、船外機への電力供給が途絶えて始動できなくなり、運航不能と

なったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、船外機のバッテリの接続端子の腐食と

緩みが進んでいたところ、船外機を停止した錨泊中に同端子に接触不

良となったため、船外機への電力供給が途絶えて始動できなくなった

ことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、船外機の運転時間又は経過年数を考慮し、定期的に整備

業者による主機及びバッテリの点検及び整備を実施すること。 

 


